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河合町空家等対策の推進に関する条例施行規則

（趣旨）

第１条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号。以

下「法」という。）及び河合町空家等対策の推進に関する条例（令和３年１２月河合町条例第

２５号。以下「条例」という。）の施行について、必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

（情報提供等）

第３条 条例第５条第３項、第６条第２項及び第７条第２項に規定する情報提供は、口頭その

他適宜の方法により行うことができるものとする。

（実態調査等）

第４条 条例第１０条第２項の規定による立入調査は、立入調査実施通知書（様式第１号）に

より行うものとする。

２ 条例第１０条第３項の規定による身分を示す証明書は、立入調査員証（様式第２号）とす

る。

（管理不全空家等への対応）

第５条 条例第１１条第１項の規定による助言又は指導は、指導書（様式第３号）により行う

ものとする。

２ 条例第１１条第２項の規定による勧告は、勧告書（様式第４号）により行うものとする。

３ 条例第１１条第３項の規定による命令は、命令書（様式第５号）により行うものとする。

４ 条例第１１条第５項の規定による弁明の機会の付与は、公表に係る事前の通知書（様式第

６号）により行うものとする。

（立入調査）

第６条 法第９条第２項の規定による調査は、立入調査実施の５日前までに立入調査実施通知

書（様式第７号）により通知するものとする。

２ 法第９条第４項の規定による身分を示す証明書は、立入調査員証（様式第２号）とする。

（特定空家等の認定）

第７条 条例第１２条第１項の規定による特定空家等の認定は、特定空家等認定通知書（様式

第８号）により行うものとする。

２ 特定空家等の状態が改善され、特定空家等でないと認められる場合は、特定空家等認定解
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除通知書（様式第９号）により認定の解除を行うものとする。

（特定空家等への対応）

第８条 法第１４条第１項の規定による助言又は指導は、指導書（様式第１０号）により行う

ものとする。

２ 法第１４条第２項の規定による勧告は、勧告書（様式第１１号）により行うものとする。

３ 法第１４条第３項の規定による命令は、命令書（様式第１２号）により行うものとする。

４ 法第１４条第４項の規定による通知は、命令に係る事前の通知書（様式第１３号）により

行うものとする。また、同項による意見書の提出は、命令に係る事前の通知に対する意見書

（様式第１４号）により行うものとする。

５ 法第１４条第５項の規定による公開による意見聴取の請求は、命令に係る事前の通知に対

する意見聴取請求書（様式第１５号）により行うものとする。

６ 法第１４条第６項の規定による公開による意見聴取を行う場合は、同条第７項の規定によ

り、期日の３日前までに、意見聴取通知書（様式第１６号）により通知するものとする。

７ 条例第１３条第７項の規定による弁明の機会の付与は、公表に係る事前の通知書（様式第

１７号）により行うものとする。

（公表の方法）

第９条 条例第１１条第４項及び条例第１３条第６項の規定による公表は、次に掲げる方法に

より行うものとする。

（１）河合町公告式条例（昭和２５年６月河合村条例第１１号）第２条第２項に規定する掲

示場への掲示

（２）前号のほか、町長が必要と認める方法

（代執行）

第１０条 法第１４条第９項の規定による措置（以下「代執行」という。）による戒告は、戒告

書（様式第１８号）により行うものとする。

２ 代執行による通知は、代執行令書（様式第１９号）により行うものとする。

３ 代執行のために派遣される責任者証明は、代執行責任者証（様式第２０号）とする。

４ 代執行に要した費用の徴収は、速やかに代執行費用納付命令書（様式第２１号）により所

有者等に請求するものとする。

（略式代執行）

第１１条 法第１４条第１０項の規定による措置のために派遣される責任者証明は、略式代執

行責任者証（様式第２２号）とする。
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（緊急安全措置）

第１２条 条例第１４条第１項の規定による措置（以下「緊急安全措置」という。）は、緊急安

全措置通知書（様式第２３号）により行うものとする。

２ 条例第１４条第２項の規定による通知は、緊急安全措置報告書（様式第２４号）により行

うものとする。

３ 条例第１４条第３項の規定による緊急安全措置のために実施する立入については、立入実

施通知書（様式第２５号）により行うものとする。

４ 条例第１４条第４項の規定による緊急安全措置のために派遣される責任者証明は、緊急安

全措置責任者証（様式第２６号）とする。

５ 条例第１４条第５項の規定による緊急安全措置に要した費用の徴収は、速やかに緊急安全

措置費用納付命令書（様式第２７号）により所有者等に請求するものとする。

（過料等）

第１３条 条例第１９条第１項に規定する過料については、速やかに過料納付命令書（様式第

２８号）により所有者等に請求するものとする。

２ 条例第１９条第２項の規定による弁明の機会の付与は、過料に係る事前の通知書（様式第

２９号）により行うものとする。

（その他）

第１４条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、令和４年２月１日から施行する。


